
高血圧専門医試験　2026年試験（第21回）の受験資格についてのＱ＆Ａ
※受験者分類の略称「旧A」～「旧C」、「新A」～「新D」については最終ページの別表をご参照ください。 2026年1月30日

番号 分類 該当受験者分類
保有する

内科医資格
Ｑuestion Ａnswer

1 事前申請 - 共通
2026年に受験を希望するものは全員事前申請をしなければい
けませんか？

いえ、高血圧認定研修施設に高血圧指導医のもと3年以上在
籍された方：「旧A」,「新A」の方は、基本的には事前申請
は必要なく、2026年2-3月の本申請のみ提出してください。
それ以外で受験資格を満たす方：「旧B」,「旧C」,「新B」,
「新C」,「新D」の方は、基本的に事前申請が必要です。

2 事前申請 - 共通

会員歴3年未満でも学会認定施設で3年以上指導医のもと研修
カリキュラムを達成できていれば、受験者分類「旧A」または
「新A」となって事前申請書類は不要という理解でよろしかっ
たでしょうか。

会員歴と研修歴はそれぞれ独立した別の条件です。2026年
受験につきましては、2025年4月30日以前に入会であれば特
別措置により会員歴3年未満でも受験可能です。学会認定施
設で3年以上指導医のもと研修カリキュラムを達成できてい
れば、受験者分類「旧A」または「新A」となって事前申請
書類は不要です。

3 事前申請 -
認定内科医
（旧制度）

認定内科医を取得してからの勤務のうち、高血圧認定研修施設
の勤務は3年に足りません。受験資格は難しいですか？

内科領域学会認定サブスぺ専門医を有する場合は、「旧B」
「旧C)」に該当し、事前申請にて単位サポート申請書類を
提出し、達成されれば受験資格を得ることが可能です。

4 事前申請 -
認定内科医
（旧制度）

内科学会認定内科医（旧制度）、循環器専門医の資格は有して
おりますが、非高血圧学会認定施設に勤務しております。
現在の在籍施設は日本循環器学会の循環器研修施設でなく研修
関連施設なのですが、2026年の高血圧専門医試験の受験資格
はありますでしょうか（受験者分類の「旧B」に該当でよろし
いでしょうか）。

受験者分類「旧B」に該当し、循環器研修関連施設にご在籍
でも問題ございません（研修履歴は問いません）。

5 研修期間 -
内科専門医
（新制度）

内科専門医研修を開始してからの勤務のうち、高血圧認定研修
施設の勤務は3年に足りません。受験資格は難しいですか？

高血圧学会認定研修施設での研修期間が1年以上3年未満の
場合は、「新B」に該当します。研修した高血圧学会認定研
修施設の高血圧指導医の研修達成度の確認があれば、事前
申請にて単位サポート申請書類を提出し、達成されれば受
験資格を得ることが可能です。
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番号 分類 該当受験者分類
保有する

内科医資格
Ｑuestion Ａnswer

6 事前申請 -
内科専門医
（新制度）

2024年度に日本専門医機構認定内科専門医取得済
2025年度循環器専門医取得予定
上司に高血圧指導医が在籍(2025/11月で定年)
2026年度は病院勤務ではなくなるかも知れない。
事前申請は必要ですか？

内科専門医研修開始より2026年3月まで高血圧認定研修施設
に3年以上の在籍となるならば、「新A」に該当します。高
血圧認定施設において高血圧指導医のもと3年以上の高血圧
専門医研修を修了（高血圧専門医研修カリキュラム全165単
位を修了）という形になりますので、（事前申請をしたう
えでの）不足単位取得のための必要講習はございません。退
職された指導医の評価・推薦をいただき、に2026年2-3月に
本申請のみ行ってください。

7 事前申請 -
内科専門医
（新制度）

2020/4/1-2022/3/31 高血圧認定研修施設①で初期研修医
2022/4/1-2024/3/31 非高血圧認定研修施設②の循環器内科
2024/4/1-現在①とは別の高血圧認定研修施設の循環器内科
2022/4/1 内科専攻医登録→2025年度内科専門医試験受験予定
2023/4/1 循環器専攻医登録→2026年度循環器内科専門医試験
受験予定
この場合2026年の高血圧専門医の受験資格はありますか？

内科専門医研修および循環器専門医研修の期間が、2026年3
月時点で4年経過しているので、「新C」に該当します。

8 事前申請 -
内科専門医
（新制度）

非高血圧認定研修施設にて研修しており、現在内科専門医のみ
取得しております。循環器専門医を2025年受験予定で、合格
した場合、認定が2026年4月1日となります。この場合2026年
の高血圧専門医の資格受験はありますか？

2026年3月時に、内科専門医研修開始より4年経過していれ
ば、「新C」に該当します。

9 事前申請 -
内科専門医
（新制度）

高血圧指導医不在の非高血圧学会認定施設に在籍。2020年に
内科専門研修開始、2023年に内科専門医資格取得、2024年度
に腎臓専門医資格取得、2026年度以降の高血圧専門医取得を
検討。
非高血圧学会認定施設かつ高血圧学会指導医が不在の医療機関
での研修に関し、専門医取得に必要な条件を満たすことで、高
血圧専門医取得に向けた研修が認められますか？

「新C」に該当すると思われます。
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番号 分類 該当受験者分類
保有する

内科医資格
Ｑuestion Ａnswer

10 事前申請 -
内科専門医
（新制度）

高血圧認定研修施設で内科専門医研修および高血圧専門医研修
の2年間が経過。2025年4月から高血圧指導医が不在となる
が、総合合内科専門医や内科専門医、老年内科専門医等の指導
のもとで、高血圧認定研修施設で残り1年間研修を行えば、高
血圧指導医不在であるが、最短3年に該当する2026年の高血圧
専門医試験の受験資格が得られますか？

この場合は、「新B」の「認定施設で指導医の指導を受けた
期間が1年以上3年未満」のケースに該当するので、「研修
した高血圧学会認定施設の高血圧指導医の研修達成度の確
認があれば、単位サポート申請書類を提出し、達成されれ
ば受験資格を得ることが可能」となります。
もしも退職された指導医に達成度を確認してもらえない場合
は、「新B」のケースに当てはまらず、「新C」となり「総
合内科専門医や内科専門医、老年内科専門医等の資格を
持った指導医から高血圧専門医研修カリキュラム165単位の
評価をして頂く」ことでも構いませんが、最短4年での専門
医取得になります。

11 事前申請書類 旧B, 旧C
認定内科医
（旧制度）

認定内科医証がみつからないのですが、同証明書は必要でしょ
うか。

受験者分類「旧B」「旧C」であれば、認定内科医証の代わ
りとして総合内科専門医証でも可とします。

12 事前申請書類 旧B, 旧C
認定内科医
（旧制度）

2025年度に循環器専門医を取る予定となっており、事前申請
時のサブスぺ専門医認定証が提出出来ないのですが、2026年
度の受験は出来ないのでしょうか？

2025年度に循環器専門医をご取得予定である旨履歴書にお
書きください。
ご取得次第、認定書のコピーを別途お送りください。

13 事前申請書類 旧B, 旧C
認定内科医
（旧制度）

循環器専門医を取得しています。現在の施設は、高血圧学会認
定研修施設ではありませんが、「●●学会認定研修施設」で約
5年程度は常勤として勤務しており、現在の施設の在籍証明だ
けで良いのでしょうか？

認定内科医をお持ちの受験者分類「旧B」「旧C」の方は
「　　学会認定研修施設 研修期間証明書」という題名の書
類の提出は不要です。
循環器専門医認定書コピーをご提出ください。

14 事前申請書類 新C, 新D
内科専門医
（新制度）

「機構認定内科専門医および内科領域サブスぺ専門医研修期間
証明書」というのは、どちらに問い合わせれば取得できるので
しょうか？
内科専門医研修期間→日本内科学会でしょうか？
内科領域サブスぺ専門医研修期間→各学会でしょうか？

「内科専門医および内科領域サブスぺ専門医研修期間証明
書」は各学会による証明ではなく、各施設による研修期間
（在籍期間）の証明になります。

以下よりダウンロードしてごらんください。
https://www.jpnsh.jp/data/specialties/curriculum_n.pdf
こちらもご参照ください。
第5項（カリキュラム・研修達成度評価）
https://www.jpnsh.jp/data/specialties/shikaku_n.pdf

15 事前申請書類
旧B, 旧C, 新B, 新

C, 新D
共通

高血圧専門医研修カリキュラムとはどのようなもので、その単
位をどのように取得できて、どのように認定されるのですか？

16 事前申請書類
旧B, 旧C, 新C, 新

D
共通

研修カリキュラムの単位について、関連サブスぺ専門医での取
得単位について一部読み替えを認める、という文言があります
が、循環器専門医の場合どのような読み替えが可能なのでしょ
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番号 分類 該当受験者分類
保有する

内科医資格
Ｑuestion Ａnswer

17 事前申請書類
旧B, 旧C, 新C,

新D
共通

「研修達成度評価表 兼 単位サポート申請書」において既得単
位として○がついている項目の達成度（自己評価、教育責任者
評価ともに）は空欄のまま提出してもよいのでしょうか。それ
とも何らかの評価をつけて提出すべきなのでしょうか。

「目標達成度」の評価（以上）をご記入ください。

18 事前申請書類
旧B, 旧C, 新B, 新
C, 新D

共通

「研修達成度評価表 兼 単位サポート申請書」についてです。
「ii)「自己評価」「教育責任者評価」が入力された i) のExcel
ファイルを i) の提出後 別途指定するBoxファイルリクエスト
へアップロード」が必要とのことですが、別途指定するBox
ファイルリクエストはどちらにあるのでしょうか。

郵送書類受領後、BoxのURLはメールでご連絡いたします。

19 事前申請書類 旧C
認定内科医
（旧制度）

「旧C」の申請に必要な評議員及び名誉・功労会員の推薦書に
関して、当方の人脈に乏しく存じ上げる先生が見当たりません
でした。
このような場合、貴会よりどなたかご紹介を頂けるようなこと
はできないのでしょうか。

推薦いただく「評議員及び名誉・功労会員」につきまして、
候補者の名簿を提供させていただきます。勤務先も記載さ
れておりますので、この中で先生が研修された大学や、病診
連携している病院の先生などはいらっしゃいませんでしょう
か。

20
教育責任者(狭義)

の評価・推薦
旧B, 新C, 新D 共通

概要説明資料の「II.受験者の分類に基づく研修達成度の確認
者」に「旧B」, 「新C」, 「新D」の場合、「各項目の研修達
成度を確認できる教育責任者（部長/科長、教授、院長な
ど）、高血圧専門医であることが望ましいが、関連サブスぺ専
門医（循環器専門医など）でも可とする。」とありますが、自
分が施設のサブスぺ専門医の科長（循環器内科科長）である場
合、この教育責任者はどうしたらよいですか？
自分より更に上長となると他科（外科）が専門の院長になりま
す。

このケースの場合は、病院長が適当です。

21 事前申請書類 旧B, 新C, 新D 共通
院長が受験する際には教育責任者（狭義）はどなたが該当する
のでしょうか？

一般的には、院長より上の役職、いなければ副院長かサブ
スぺ専門医の科長となります。

22 事前申請書類
旧B, 旧C, 新B,

新C, 新D
共通

診療実績の提出(20例の診療実績、および5例の入院抄録の提
出)に関しましては、事前申請時には不要で、2026年2月の本
申請時に提出必要という認識でよろしいでしょうか？

その通りで間違いございません。
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番号 分類 該当受験者分類
保有する

内科医資格
Ｑuestion Ａnswer

23 事前申請書類
旧B, 旧C, 新B,

新C, 新D
共通

「事前申請」書類を郵送したのですが、「事前申請」を終了し
たかどうかは私の会員のページ等で確認できますでしょうか。

事前申請完了につきましては会員マイページでの確認はでき
ません。ご不便をおかけしますが、審査を進める上で必要
があればお尋ねしたり、追加で書類のご提出をお願いした
りいたします。そのようなメールが届かない場合は、順調
に審査が進められているとお考えください。

24 内科医資格 旧A, 旧B, 旧C
認定内科医
（旧制度）

総合内科専門医の資格については記述がないが、この場合は旧
認定内科医と同等と読み替えればよいですか？

総合内科専門医の方も、申請の際は基本的には認定内科医
証のコピーを提出してください。有効期限内の認定内科医証
がない場合は「有効期限内の総合内科専門医証」と「期限
切れの認定内科医証」の両方をご提出ください。期限切れ
の認定内科医証をご提出いただくのは、認定内科医の取得
日を確認させていただくためです。
（旧B, 旧Cの方はNo.5を参照）

25 内科医資格 新A
内科専門医
（新制度）

「新A」の条件を満たしていますが、内科専門医取得は2026年
の予定です。この場合はどうなりますか？

高血圧専門医試験に合格しても、内科専門医の認定証のコ
ピー提出まで、高血圧専門医の認定は保留となります。

26
研修期間

（認定施設）
旧A

認定内科医
（旧制度）

受験者の分類「旧A」にて、高血圧学会認定施設で3年以上、
との文言がありますが、これは認定内科医を取得してからの研
修年数ですか？

はい、その通りです。

27
研修期間

（認定施設）
旧A, 新A, 新B 共通

施設認定前の高血圧認定研修施設での研修は高血圧専門医研修
期間として認められますか？

認められます。（ただし認定内科医取得後または内科専門
医研修開始後の期間）

28
研修期間

（認定施設）
旧A, 新A, 新B 共通

「旧A」, 「新A」,「新B」の場合、現在は非高血圧認定研修施
設に勤務していても該当しますか？

規定の高血圧専門医研修期間を経過していれば、現在の所属
は問題となりません。

29
研修期間

（認定施設）
旧A, 新A, 新B 共通

高血圧学会への入会が該当する研修の開始時期よりも後なので
すが、問題ありませんか？

該当する研修が認定内科医資格取得後または内科専門医研
修開始後であれば、入会前の研修開始であっても認められ
ます。

30
研修期間

（認定施設）
旧A, 新A, 新B 共通

現在は非高血圧認定研修施設に勤務中。過去に高血圧認定研修
施設に勤務歴ありの場合にも、高血圧認定研修施設での勤務実
績ありとして申請可能ですか？

高血圧指導医のもと高血圧認定研修施設に在籍した期間
（ただし認定内科医取得後または内科専門医研修開始後）
は高血圧専門医研修歴として記載可能です。
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番号 分類 該当受験者分類
保有する

内科医資格
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31
研修期間

（認定施設）
旧A, 新A, 新B 共通

認定内科医取得後、高血圧学会認定施設である大学病院の大学
院生として、高血圧指導医のもとで研究及び診療に従事した期
間は、高血圧学会認定研修施設研修期間に含まれますか？

細則（註 1）の「大学院生の場合は所属が大学であることが
証明できること。」に該当すれば問題ございません。

32

高血圧認定研修施
設

研修期間証明書/
研修修了証明書

旧A, 新A, 新B 共通
記載すべき内容に「施設長名」がありますが、高血圧指導医な
どである必要はありますか？

「施設長名」は高血圧指導医などでなくても可です。ま
た、病院長の押印が難しい場合は「施設長名」は副院長や
所属診療科の責任者の方であっても可です。

33

高血圧認定研修施
設

研修期間証明書/
研修修了証明書

旧A, 新A, 新B 共通
４月に異動予定の勤務先は高血圧認定研修施設ですが、現在高
血圧指導医が不在です。この期間を加えないと条件をクリアで
きないのですがどうすればよいですか？

高血圧指導医不在でも、その施設の認定期間内での期間算
入で条件を満たすのであれば、上記同様「高血圧認定研修
施設研修期間証明書/研修修了証明書」は高血圧指導医でな
い先生の署名で問題ありません。高血圧指導医の推薦は、
異動前の施設の高血圧指導医にいただいてください。

34

高血圧認定研修施
設

研修期間証明書/
研修修了証明書

旧A, 新A, 新B 共通
「現在勤務する施設名」についてですが、現在の勤務先が高血
圧認定研修施設でなくても、現在の勤務先の記載が必要でしょ
うか。

現在の勤務先が高血圧認定研修施設でなくても、現在の勤
務先の記載をお願いいたします。

35 研修達成報告書
旧B, 旧C, 新B, 新

C, 新D
共通

第47回日本高血圧学会総会における指定セッションをオンデ
マンドで聴講した場合は、
「受講証明書」をどのようにして取得すればいいのでしょう
か？

オンデマンドで受講された場合は、当方に視聴記録がござい
ますので「受講証明書」は不要です。

36
高血圧指導医
の評価・推薦

旧A, 新A, 新B 共通
自分が在籍時の高血圧指導医ならどなたに署名をいただいても
よいですか？

署名をいただく在籍時の高血圧指導医の先生は、同時に研
修項目の達成度の評価もしていただきますので、実際に指導
を受けた先生が望ましいです。

37
高血圧指導医
の評価・推薦

旧A, 新A, 新B 共通
高血圧指導医のサインは現在も高血圧指導医の先生でないと不
可なのですか？

研修を受けた当時高血圧指導医であれば問題ありません。

38
高血圧指導医
の評価・推薦

旧A, 新A, 新B 共通
高血圧指導医の先生が退職し、遠方の病院に行かれます。
先生からの評価・署名が難しいのですが。

FaxやPDFを送るなどして評価・署名をいただいてくださ
い。

6 / 14 ページ



番号 分類 該当受験者分類
保有する

内科医資格
Ｑuestion Ａnswer

39
高血圧指導医
の評価・推薦

旧A, 新A, 新B 共通
指導を受けた高血圧指導医の先生が退職され現在指導医でない
場合はどうしたら良いですか？

指導を受けた研修期間に高血圧指導医であれば、今は高血
圧指導医でなくても旧勤務先、旧所属部署、旧役職名を記
載してその先生に署名していただいてください。当時の高血
圧指導医と連絡が取れなければ、研修した施設の現在の高
血圧指導医でもかまいません。

40
高血圧指導医
の評価・推薦

旧A, 新A, 新B 共通
２か所で研修を受けた場合、２か所の高血圧指導医（あるいは
元高血圧指導医）の先生の推薦書が必要なのですかか？

高血圧指導医の推薦状については、代表の1か所の高血圧指
導医のもので可です。

41
高血圧指導医
の評価・推薦

旧A, 新A, 新B 共通
高血圧指導医の推薦状は以前に働いていた（現勤務先とは）別
の病院の高血圧指導医でもよいですか？

研修期間に含まれている高血圧認定研修施設の高血圧指導医
であるならばかまいません。
20例の詳細につきましては、「高血圧学会認定専門医申請
時の診療実績（2025/11/14一部改訂）」をご参照くださ
い。
https://www.jpnsh.jp/data/specialties/experience_n.pdf

43 症例 共通 共通
外来でフォローしている患者（外来で診断し、専門医へ紹介
し、その後再フォローなど）は症例に含めてよろしいですか？

診療実績は外来患者も症例に含めてかまいません。症例抄
録については、受け持ち入院患者となっているので抄録に
含む事が出来ません。

44 症例 共通 共通
経験症例としては高血圧学会入会以前のものも使用できます
か？

経験症例として高血圧学会入会以前のものも使用できます。

45 症例 共通 共通
20 例の実績一覧に採用できる症例は、いつの期間のものか指
定がありますか？また、20例全て、同一施設の症例に限られ
ますか？

高血圧学会または他の内科系研修施設など、特に期間の指
定や同一施設の症例に限るなどの限定はありません。

46 症例 共通 共通
非常勤で務めていた内科系研修施設の症例は症例リストに含め
ていもいいですか

構いません

47 症例 共通 共通
非常勤で務めていた内科系研修施設ではないクリニックや病院
の症例は症例リストに含めてもいいですか

構いません

48 症例 共通 共通 他科入院患者の透析を担当した場合の症例は認められますか？
主治医リストには名前がなくても、診療チームの一員として
積極的に診療に関わった場合は症例を認めます。

49 症例 共通 共通
途中で外来主治医が変更になっている場合や、複数主治医など
で、同僚と症例が被る可能性がありますがよろしいでしょう
か。

先生が主治医の一員であれば他の方と重複してもかまいませ
ん。

42 症例 共通 共通 20例とはどのように選べばよいですか？
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50 症例 共通 共通
20症例登録時には、病院所定のサマリーの提出を要するとい
うことはございませんでしょうか？

病院所定のサマリーの提出は必要ございません。

51 症例 共通 共通
受持ち患者症例一覧表の「在籍期間」は具体的にどのような期
間を記入すればよいのでしょうか。受け持ち患者さんの入院ま
たは外来診療期間でよろしいでしょうか。

受持ち患者症例一覧表は、先生のその施設での「在籍期
間」をご記入ください。受持ち期間はそれに含まれていると
の理解です。現在も在籍中であれば「～現在」としてくださ
い。複数の在籍期間がある場合は該当症例を担当した期間
のみ記載ください。

52 症例抄録 旧A, 新A 共通
高血圧認定施設で高血圧指導医のもと3年以上勤務し、高血圧
専門医のカリキュラムを全て修了した場合（「旧A」「新A」
の場合）、5例の症例抄録は提出しなくても良いですか？

はい、その場合は症例抄録の提出は免除されます。（20例
の症例リストは提出が必要です。 ）

53 症例抄録
旧B, 旧C, 新B,

新C, 新D
共通

抄録作成において、病院で退院時に作成した退院抄録を印刷す
るのか、学会提出用に再度抄録作成するのかを教えて下さい。

指定の書式にてあらためてご作成ください。

54 症例抄録
旧B, 旧C, 新B,

新C, 新D
共通

受け持ち入院患者抄録についてですが、他科が主科であり、循
環器内科が併診していた場合、主治医欄には他科の医師の実名
を記載するのでしょうか。その場合、その医師の許可などは必
要ですか。

主治医欄には、「先生のお名前（主科：〇〇科）」と記入
していただければ結構です。

「高血圧学会認定専門医申請時の診療実績」
https://www.jpnsh.jp/data/specialties/experience_n.pdf
の（註1）に「ただし、紹介症例は入院患者抄録には用いる
ことができない。」との規定があり、入院紹介をした例は
症例抄録には使用できません。
過去に勤務していた病院での担当症例があるなら、そちらの
ほうをご検討ください。

56 症例抄録
旧B, 旧C, 新B,

新C, 新D
共通

最近の学会発表では、年月日を20XX年X月Y日などとぼかす形
で記載する場合があるが、実際の年月日で記載していいのか。

全て実際の年月日でお書きください。受け持ち期間は、ま
だ継続診療中の場合は『現在に至る』で構いません。

57 症例抄録
旧B, 旧C, 新B,

新C, 新D
共通 入院症例の文字数制限はないのでしょうか？

抄録はポイントを簡潔に記載し、（見やすい文字の大きさ
で）できるだけ1枚にまとめてください。

55 症例抄録
旧B, 旧C, 新B,

新C, 新D
共通

現在私は開業医なのですが，その場合は過去に勤務していた病
院での受け持ち例で記載すべきか，外来は私が担当し病院への

入院紹介をした例を含めてもよいのかいかがでしょうか？
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58 研究業績 共通 共通

高血圧学会総会での発表あるいは論文が無くても、「高血圧学
会総会または高血圧フォーラムにおけるシンポジウム・教育講
演・症例検討セッションの参加レポート」を2件提出すれば、
業績に関しては認められますか？

総会発表、論文、講演参加レポートの中から計２件であれ
ばその組み合わせは問いません。同一学術集会での別セッ
ションにおける講演参加レポート2件の提出でも問題ありま
せん。

59 研究業績 共通 共通
高血圧関連の論文が一つある場合は、もう一つを講演参加レ
ポートとして、研究業績1つ＋講演参加レポート1つの合算でも
大丈夫でしょうか。

大丈夫です。

60 研究業績 共通 共通

総会発表と論文について、「うち 1 件は筆頭演者または筆頭
著者」とありますが、総会発表と論文各1件の場合や総会発表
または論文1件と講演参加レポート1件の場合はどうなるので
しょう？

総会発表のみで2件の場合「うち1件は筆頭演者」、論文の
み2件の場合「うち1件は筆頭著者」、総会発表と論文各1件
の場合「うち1件は筆頭演者または筆頭著者」でなければな
りません。
総会発表または論文1件と講演参加レポート1件の組み合わ
せの場合、講演参加レポートが筆頭（単独）著者となりま
すので、総会発表または論文は「筆頭演者または筆頭著
者」でなくてもかまいません。

61 研究業績 共通 共通
論文(共著者) + 講演参加レポートでも良いのか？
講演参加レポート x2　でも良いですか？

上記の通りどちらもOKです。

62 研究業績 共通 共通
1回の総会で発表と講演参加レポ―トを同時に行えば、業績の
条件はクリアですか？

はい、別のセッションであれば可能となります。

63 研究業績 共通 共通

高血圧学会総会で一例発表を行い、その後同内容で査読ありの
雑誌で原著論文を作成しました。2例の業績が必要と記載があ
るが、上記のような同内容であっても2例とカウントして良い
ですか？

同内容であれば1件になります。あと1件は「高血圧学会総
会または高血圧フォーラムのシンポジウム、教育講演あるい
は症例検討セッションの参加レポート」を提出してくださ
い。

64 研究業績 共通 共通 総会発表や論文は10年以上前のものでもよいですか。
古い業績は不可です。申請時点で5年以内のものに限定いた
します（細則を変更しました）。対象の発表や論文がない
場合は講演参加レポートのほうをご提出ください。
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65 研究業績 共通 共通

細則第７項について「申請時過去５年以内のものであれば組み
合わせは問わない」と記載がございます。
５年以上前の総会発表や論文は専門医申請には使用できないの
でしょうか？あるいは、申請には使用できるが組み合わせに制
限が生じるという意味でしょうか？

５年以上前の総会発表や論文は専門医申請には使用できま
せん。該当する総会発表や論文がない場合は、高血圧フォー
ラムまたは高血圧学会総会における講演参加レポートをご
検討ください。

66 研究業績 共通 共通

2025年4月25日に細則が改訂され、研究業績が「申請時過去5
年以内のもの」に限定されたことに困惑しています。
「講演参加レポートの提出」も業績として認められると思いま
すが、それはあくまで緩和処置のはずで、たとえ5年以上前の
業績であってもきちんとした研究論文は、今までと同様に業績
として認められるべきと思います。

専門医資格審査は、現在専門医として適格であるかを審査す
るものですので、あまり古い業績は審査対象としないとい
うのが、5年で区切った趣旨です。
今回の制度改訂は、機構の認める専門医ではなく、学会専
門医として高血圧診療を担う多くの実地医家に専門医を取得
していただき、日本の高血圧診療をレベルアップするという
のが大きな目的となります。

67 研究業績 共通 共通
他学会の学術集会での高血圧に関する発表は業績に含まれませ
んか？

学術集会での発表につきましては、2026年の受験より「高
血圧学会総会における発表」に限定となりました。

68 研究業績 共通 共通
高血圧学会の会員となる以前に高血圧学会総会に共著者として
提出した演題は業績としてカウントできるでしょうか？

このような場合であっても、5年以内の高血圧学会総会での
発表は業績として認められます。

69 研究業績 共通 共通
 認定内科医や内科専門医取得以前の総会発表は認められるで
しょうか？

認定内科医、内科専門医取得以前であっても業績として認め
られます。

70 研究業績 共通 共通
2025年の高血圧学会総会にて発表した場合、研究業績に該当
しますか？

研究業績につきましては、5/1-6/16の事前申請時ではな
く、2026年2-3月の本申請時にご提出いただきますので、
2025年の高血圧学会総会での発表でも可です。

71 研究業績 共通 共通 論文は査読ありのReviewも使えないのでしょうか。

ReviewやCommentは「原著論文」ではないので原則業績は
認められません。
ただし、Reviewは内容によっては、業績として認められる
ことがあるので本申請時に内容を添付してください。
心配であれば、「講演参加レポート」2件をご検討くださ
い。

72 研究業績 共通 共通 総説は「研究又は症例報告」として認められますか？ 原則、認められません。
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73 研究業績 共通 共通
高血圧関連疾患に関する論文として狭心症、心筋梗塞、心不
全、脳梗塞、冠動脈疾患などの治療に関する論文は該当します
か？

74 研究業績 共通 共通

高血圧に関連した総会や論文で発表したものが2件とあります
が、どの程度高血圧と関連していればよろしいのでしょうか。
高血圧を有している患者であれば発表内容の主体病態が高血圧
と関連していなくても含めてよろしいのでしょうか。
具体的には...などです。

75 研究業績 共通 共通 低血圧に関する論文は業績に含めても良いでしょうか？
低血圧に関するものも広い意味での「高血圧に関連する」内
容ですので、業績に認められます。

76 研究業績 共通 共通
論文はHypertension Researchなどの専門学術誌に掲載された
論文だけでなく商業誌でも認められますか？

https://www.jpnsh.jp/data/specialties/renewal.pdf
78 研究業績 共通 共通 投稿中の研究論文は業績として認められますか？ 認められません。

79 研究業績 共通 共通
onlineでpublishされた論文は、巻・ページに関してどのように
表記すればよいですか。

onlineでpublishされた論文につきましては、「巻・ペー
ジ」に代え、doi番号(URL)をご記載ください。

80
業績

（講演参加レ
ポート）

共通 共通
「高血圧学会総会または高血圧フォーラムのシンポジウム、教
育講演あるいは症例検討セッションの参加レポート」は、どう
いったものですか？

対象セッション毎にその内容に沿った「課題テーマ」を提
示し、その内容を800字程度のレポートとしてご作成いただ
きます。提出いただいたレポートは査読した後、業績に値
するか判断します。不完全な場合には修正を求めることが
あります。レポート書式はHPよりダウンロード可能です。
提出可能なセッションは、HPなどで事前に提示させていた
だきます。

81
業績

（講演参加レ
ポート）

共通 共通
総会・フォーラムのシンポジウム、教育講演あるいは症例検討
セッションの参加レポートとありますが、参加証明があれば良
いのか、参加した上でレポートが必要なのですか？

総会または高血圧フォーラムにご参加いただいた上でシン
ポジウム、教育講演あるいは症例検討セッションについての
レポートが2件必要となります。

それぞれの疾患を合併する高血圧、あるいは高血圧の臓器
障害としてのそれぞれの疾患に関する論文であり、血圧に関
する記述があれば認めます。
高血圧に関する研究であるか否かは、申請後に審査委員会
で判断します。タイトル名からだけでは高血圧に関する研究
であるか明確でない場合は、申請時（2026年3月）に研究業
績目録に加えて抄録や論文のコピーを同時に提出してくださ
い。

査読のある雑誌に限ります。（細則を変更しました。）適
切な雑誌であるかは否かは、申請後に審査委員会で判断し
ます。なお、日本語雑誌については、以下の「高血圧専門
医の認定更新に関する細則」に記載のある関連学会雑誌は
対象となります。

77 研究業績 共通 共通 論文の掲載雑誌に限定がありますか？
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番号 分類 該当受験者分類
保有する

内科医資格
Ｑuestion Ａnswer

82
業績

（講演参加レ
ポート）

共通 共通
5年以内の日本高血圧学会総会について参加レポートを提出す
ることができるのでしょうか。

2024年以前の総会のセッションは参加レポートの対象外で
す。
2025年の広島フォーラムまたは東京総会の指定セッション
に対して参加レポート作成をご検討ください。

83
業績

（講演参加レ
ポート）

共通 共通
総会会期3日間のうち講演参加レポート対象の講演がどのくら
いありますか。

講演参加レポート対象のセッションは、通常3 日間ともそれ
ぞれ複数のセッションが指定されます。うち2セッションの
参加で可なので、どれか1日か1日半ご参加できるのであれ
ば、指定のセッションにご参加いただけるのではないかと
存じます。

84
研究業績

（講演参加レ
ポート）

共通 共通
レポート内容について、まとめるのは講演会の内容でしょうか？講
演会を聞いた自分の意見でしょうか？

研究業績として、学会発表や論文の代わりになるものですから、
ご自分のお考えやご意見を入れていただいた方が良いと存じま
す。

85 総会参加 共通 共通
 2025年度の日本高血圧学会総会（10月）に参加予定です。事
前申請期間内ではないのですが、この出席予定では申請ができ
ないのでしょうか？

総会参加につきましては、5/1-6/16の事前申請時ではな
く、2026年3月の正式申請時に参加証のコピーを提出してい
ただきますので、2025年度の総会（10月）に参加いただけ
れば問題ございません。

86 総会参加 共通 共通
過去の高血圧学会総会に参加、発表しましたが、参加証が手元
にありません。

参加した総会の抄録のコピー（先生の名前にマーカーを引
いたもの）と上長に総会に参加した事を証明してもらった書
類（書式自由）の２つを送ってください。

87 総会参加 共通 共通

「申請時過去5年間に高血圧学会総会に1回以上、もしくは臨
床高血圧フォーラムまたは高血圧フォーラムに2回以上の出席
があること」とありますが、2021年～2024年までアメリカに
留学しておりました。この場合、「過去５年間」については留
学期間を除外したものでご考慮いただくことはできるのでしょ
うか？

「留学期間を除いて過去５年間」とします。（細則を修正
しました。）

88 総会参加 共通 共通
国際高血圧学会総会(ISH2022)への出席はあり発表歴もあるの
ですが、高血圧学会総会への出席がありません。この場合、受
験資格はあるのでしょうか。

国際高血圧学会総会については、日本高血圧学会が主催す
る場合は総会1回と同等に扱います。（ISH2022はこれに該
当します。）
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番号 分類 該当受験者分類
保有する

内科医資格
Ｑuestion Ａnswer

89 総会等参加 共通 共通

申請時過去5年間（留学期間は除く）に高血圧学会総会に1回
以上、もしくは臨床高血圧フォーラムまたは高血圧フォーラム
に2回以上の出席があること。とありますが、２回目のフォー
ラムに試験年に参加するので認めていただけませんか。

申請書にはその旨記載し、2回目フォーラムに参加次第速や
かに参加証のコピーをメールでお送りください。

90 その他 共通 共通
高血圧専門医試験に際して、貴学会公式で問題集や過去問集な
どはございますでしょうか？

問題集や過去問集は用意しておりません。

91 その他 共通 共通
高血圧専門医試験 受験者のためのWeb講座ですが、修了問題
合格後も、練習のため問題を繰り返し受けることはできないの
でしょうか。

本Web講座は受験資格取得のために判定試験を合格するこ
とが主目的のため、合格後は判定試験を受験できない仕様
となっております。
（講義の視聴は繰り返しできます。）

92 その他 共通 共通
書類を提出し受験資格を得た場合、その受験資格は何年間有効
なのでしょうか？

その年のみ有効です。本年度受験できなかった場合や試験
が不合格だった場合、再度全ての書類を提出していただきま
す。
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　別　紙　

受験者分類の略称について
※以下の受験者分類の略称は、
https://www.jpnsh.jp/specialties_n1.html
にある保有内科医資格別の概略説明資料の図1「受験者の分類」に従うものです。

保有内科医資格
（概要説明資料

タイトル）

受験者の
分類

（図1）
略称 研修期間などの条件

事前申請
の要否

A) 旧A)
高血圧学会認定施設で3年以上
高血圧指導医の指導下で研修カリキュラム達成

不要

B) 旧B)
A)以外で教育責任者が在籍する施設で勤務中、研修期間は不問
（内科領域学会認定サブスぺ専門医を有する）

必要

C) 旧C)
A)以外で教育責任者が在籍しない施設で勤務中（開業医など)、
研修期間は不問
（内科領域学会認定サブスぺ専門医を有する）

必要

A) 新A)
高血圧学会認定施設で3年以上
高血圧指導医の指導下で研修カリキュラム達成

不要

B) 新B)
高血圧学会認定施設で高血圧指導医の指導を受けた期間が1年以
上3年未満
（内科専門医研修は3年以上）

必要

C) 新C)
内科専門医研修および「関連サブスぺ専門医*」研修4年以上
(高血圧学会認定施設以外または高血圧学会認定施設でも高血圧
指導医の指導なし)

必要

D) 新D)
内科専門医研修期および非「関連サブスぺ専門医*」研修5年以上
(高血圧学会認定施設以外または高血圧学会認定施設でも高血圧
指導医の指導なし)

必要

＊「関連サブスぺ専門医」：循環器専門医、腎臓専門医、内分泌代謝・糖尿病内科専門医、老年科専門医

①
内科学会認定内科医

（旧制度）
の場合

②
専門医機構認定
内科専門医
（新制度）
の場合
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